
         戸 田 市 生 け 垣 等 設 置 奨 励 補 助 金 交 付 要 綱  

（平成１２年１月２６日市長決裁） 

   （ 趣 旨 ）                                

  第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 戸 田 市 緑 化 推 進 条 例 （ 昭 和 ４ ９ 年 条 例 第 １ ８ 号 ） 第 １ ２  

条 の 規 定 に 基 づ き 、 新 た に 生 け 垣 、 緑 化 フ ェ ン ス 、 接 道 部 緑 地 帯 若 し く は 駐  

車 場 緑 地 帯 を 設 置 す る 者 又 は 既 存 の フ ェ ン ス の 緑 化 を 図 る 者 に 対 し 、 戸 田 市  

生 け 垣 等 設 置 奨 励 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る こ と に つ い  

て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

   ２  前 項 の 補 助 金 の 交 付 手 続 等 に 関 し て は 、 戸 田 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 ２  

   １ 年 規 則 第 ６ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

     （ 用 語 の 定 義 ）                             

  第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 生 け 垣 、 緑 化 フ ェ ン ス 、  

接 道 部 緑 地 帯 及 び 駐 車 場 緑 地 帯 （ 以 下 「 生 け 垣 等 」 と い う 。 ） と は 、 次 に 掲  

げ る も の を い う 。  

    (1)  生 け 垣  次 に 掲 げ る 要 件 を 全 て 備 え た も の を い う 。  

     ア   新 た に 生 け 垣 に 適 し た 樹 木 を 植 栽 し た も の で あ る こ と 。  

     イ   道 路 （ 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ） 第 ４ ２ 条 第 １ 項 及 び 第  

    ２ 項 に 規 定 す る 道 路 並 び に 私 道 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に 面  

    し た 生 け 垣 の 長 さ が １ ． ５ メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。 こ の 場 合 に お い て は 、  

隣 接 境 界 線 に 沿 っ て 設 置 す る も の も 含 む も の と す る 。  

     ウ   外 部 か ら 観 望 で き る 樹 木 の 高 さ が ８ ０ セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の も の で あ る  

       こ と 。  

   エ   樹 木 の 本 数 は 、 １ メ ー ト ル 当 た り ２ 本 を 標 準 と し 、 か つ 、 適 正 な 間 隔 で  

       支 柱 等 を 施 し 、 列 植 さ れ た も の で あ る こ と 。  

   オ   生 け 垣 の 接 道 面 又 は 隣 接 境 界 線 に 沿 っ た 面 （ 以 下 「 前 面 」 と い う 。 ） に  

石 、 コ ン ク リ ー ト 、 ブ ロ ッ ク 等 の 構 造 物 が あ る 場 合 は 、 そ の 構 造 物 の 高 さ  

が 敷 地 地 表 面 か ら 測 定 し て ６ ０ セ ン チ メ ー ト ル 以 下 で あ る こ と 。  

(2)  緑 化 フ ェ ン ス   次 に 掲 げ る 要 件 を 全 て 備 え た も の を  

い う ｡ 

     ア   新たにつ る 性 植 物 が 張 り 付 く の に 適 し た 構 造 を 持 つ 金 網 等 の フ ェ ン ス （  

以 下 「 フ ェ ン ス 」 と い う 。 ） を 設 置 又 は 既 に 設 置 さ れ て い る フ ェ ン ス が 、  

つ る 性 植 物 （ １ 年 草 を 除 く 。 以 下 同 じ ） で 緑 化 さ れ て い る こ と 。  

     イ   道 路 に 面 し た フ ェ ン ス の 長 さ が １ ． ５ メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。 こ の 場  



合 に お い て は 、 隣 接 境 界 線 に 沿 っ て 設 置 す る も の も 含 む も の と す る 。  

     ウ   外 部 か ら 観 望 で き る 緑 化 す る 部 分 の 高 さ が ６ ０ セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の も  

       の で あ る こ と 。  

   エ   つ る 性 植 物 の 本 数 は 、 １ メ ー ト ル 当 た り ３ 本 を 標 準 と し 、 フ ェ ン ス の 前  

面 を 緑 化 す る よ う に 植 栽 さ れ た も の で あ る こ と 。  

オ   フ ェ ン ス の 前 面 に 石 、 コ ン ク リ ー ト 、 ブ ロ ッ ク 等 の 構 造 物 が あ る 場 合 は 、  

そ の 構 造 物 の 高 さ が 敷 地 地 表 面 か ら 測 定 し て ６ ０ セ ン チ メ ー ト ル 以 下 で あ  

る こ と 。  

(3)  接 道 部 緑 地 帯   次 に 掲 げ る 要 件 を 全 て 備 え た も の を い う 。  

ア   樹 木 の 高 さ が ２ ０ セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 低 木 に よ る 列 植 又 は 樹 木 と 地 被  

      植 物 等 に よ り 混 植 さ れ た も の で あ る こ と 。  

イ   道 路 に 面 し た 接 道 部 緑 地 帯 の 長 さ が １ ． ５ メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。  

ウ   低 木 の 株 数 は 、 １ メ ー ト ル 当 た り ２ 株 を 標 準 と し て 植 栽 さ れ た も の で あ  

る こ と 。  

エ   接 道 部 緑 地 帯 の 接 道 面 に 石 、 コ ン ク リ ー ト 、 ブ ロ ッ ク 等 の 構 造 物 が あ る  

場 合 は 、 そ の 構 造 物 の 高 さ が 敷 地 地 表 面 か ら 測 定 し て ６ ０ セ ン チ メ ー ト ル  

以 下 で あ る こ と 。  

   (4) 駐 車 場 緑 地 帯   次 に 掲 げ る 要 件 を 全 て 備 え た も の を い う 。  

   ア  駐 車 場 の 緑 化 面 積 が ３ 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。  

   イ  緑 化 部 分 が 公 道 面 か ら 目 視 す る こ と が で き る 位 置 に あ る こ と 。  

   ウ  車 止 め の 後 ろ 、 駐 車 ス ペ ー ス の 間 等 の 分 離 帯 そ の 他 の 植 物 が 長 期 に わ た  

り 生 育 す る こ と が 可 能 な 場 所 を 緑 化 す る こ と 。  

（ 補 助 対 象 者 等 ）  

  第 ３ 条  補 助 対 象 者 は 、 前 条 の 生 け 垣 等 を 設 置 す る 者 と す る 。  

   ２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、補 助 対 象 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は

補 助 対 象 か ら 除 く も の と す る 。  

    (1)  国 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他 こ れ に 準 ず る 団 体 で あ る と き 。  

    (2)  建 築 物 、 緑 化 工 法 、 資 材 等 の 販 売 を 目 的 に 設 置 す る と き 。  

    (3)  戸 田 市 宅 地 開 発 事 業 等 指 導 条 例（ 平 成 ２ ８ 年 条 例 第 ２ ２ 号 ）の 適 用 を 受 け て

設 置 す る と き 。  

(4) 本 市 に お け る 他 の 補 助 制 度 又 は 国 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る  

団 体 に お け る 同 様 の 補 助 を 受 け て い る と き 。  

   （ 補 助 金 の 額 ）  



  第 ４ 条  補 助 金 の 額 は 、 次 の と お り と す る 。  

    (1)  生け垣等（駐車場緑地帯を除く。以下この条において同じ。）の長さ（０．１メ 

ートル未満の端数が生じる場合は、当該端数を四捨五入する。）に１万円を乗じて 

得た額（２０万円を限度とし、１００円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。）

とする。ただし、当該額が実費額を超える場合は、実費額（１００円未満の端数が 

あるときはこれを切り捨てる。）を補助金の額とする。 

(2)  駐 車 場 緑 地 帯 の 面 積 （ ０ ． １ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 端 数 が 生 じ る 場 合 は 、  

当 該 端 数 を 四 捨 五 入 す る 。 ） に １ 万 円 を 乗 じ て 得 た 額 （ ２ ０ 万 円 を 限 度 と  

し 、 １ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 切 り 捨 て る 。 ） と す る 。 た だ  

し 、 当 該 額 が 実 費 額 を 超 え る 場 合 は 、 実 費 額 （ １ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る  

と き は こ れ を 切 り 捨 て る 。 ） を 補 助 金 の 額 と す る 。  

   （ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）                                                  

  第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 生 け 垣 等 を 設 置 す る 前 に 戸 田 市  

   生 け 垣 等 設 置 奨 励 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば  

     な ら な い 。  

     （ 補 助 金 の 交 付 決 定 ）                                                

  第 ６ 条  前 条 の 申 請 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 補 助 の 可 否 及 び 補 助 金 の 交 付 額 を  

     決 定 し 、 戸 田 市 生 け 垣 等 設 置 奨 励 補 助 金 （ 交 付 ・ 不 交 付 ） 決 定 通 知 書 （ 第 ２  

     号 様 式 ） に よ り 前 条 の 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

     （ 完 了 届 ）         

  第 ７ 条  前 条 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と と な っ た 者 （ 以 下 「 補 助 事 業 者  

     」 と い う 。 ） は 、 生 け 垣 等 の 設 置 を 完 了 し た と き は 、 速 や か に 戸 田 市 生 け 垣  

     等 設 置 完 了 届 出 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

   （ 補 助 金 額 の 確 定 ）  

  第 ８ 条  市 長 は 、 前 条 の 届 出 書 を 受 理 し た と き は 、 速 や か に 内 容 を 審 査 の 上 、  

     補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 戸 田 市 生 け 垣 等 設 置 奨 励 補 助 金 確 定 通 知 書 （ 第 ４ 号 様  

     式 ） に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

     （ 補 助 金 の 交 付 ）                             

  第 ９ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 額 を 確 定 し た 後 に 補 助 金 を 交 付 す る  

   も の と す る 。 た だ し 、 補 助 金 の 交 付 は 、 同 一 敷 地 内 に つ い て １ 回 限 り と す る 。  

   ２   補 助 事 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、  

     戸 田 市 生 け 垣 等 設 置 奨 励 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し な  

     け れ ば な ら な い 。  



     （ 他 の 補 助 金 と の 調 整 ）  

  第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に お け る 補 助 対 象 費 用 に つ い て は 、 市 が 別 に 行 う 同 種 の 緑  

化 補 助 制 度 と こ の 要 綱 に 基 づ く 補 助 金 と を 重 複 し て 受 け る こ と は で き な い 。  

   （ 保 存 の 義 務 ）    

  第 １ １ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 生 け 垣 等 の 設 置 を 完 了 し た 日 か ら ５ 年  

     以 上 当 該 生 け 垣 等 の 保 存 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

     （ 補 助 金 の 返 還 ）  

  第 １ ２ 条  市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す  

   る と き は ､補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 し ､又 は 既 に 交 付 し た 補 助 金 の 全 部 若 し  

   く は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

    (1)  こ の 要 綱 に 違 反 又 は 規 定 す る 要 件 を 欠 く に 至 っ た と き 。  

    (2)  虚 偽 の 方 法 に よ っ て 補 助 金 の 交 付 決 定 又 は 補 助 金 の 交 付 を 受 け た こ と が  

       明 ら か に な っ た と き 。  

     （ そ の 他 ）  

  第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

          附  則  

      こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

          附  則  

      こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 、 現 に 戸 田 市 宅 地 開 発 等 指 導 要 綱 （ 平 成 ６ 年 告 示 第 ７

６ 号 ）の 適 用 を 受 け 、開 発 緑 地 を 設 置 す る 事 業 者 に つ い て は 、な お 従 前 の 例 に

よ る 。  



  附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 前 に さ れ た 交 付 申 請 に 係 る 補 助 金 の 額 に つ い て は 、 な お 従

 前 の 例 に よ る 。  

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 、 現 に 印 刷 さ れ て い る 改 正 前 の 戸 田 市 生 け 垣 等 設 置 奨

 励 補 助 金 交 付 要 綱 第 １ 号 様 式 は 、 当 分 の 間 、 取 り 繕 っ て 使 用 す る こ と が で き

 る も の と す る 。  

 

 



第1号様式(第5条関係) 

                 戸田市生け垣等設置奨励補助金交付申請書  

 

                                                        年   月   日  

（宛先） 

 戸  田  市  長  

申請者 

                                    住   所 (所在地)                       

                                   氏   名 (代表者)                印

                                   電    話                           

 

  戸田市生け垣等設置奨励補助金を次のとおり申請します。  

 

  種       別   ・生け垣  ・緑化フェンス  ・接道部緑地帯  

・駐車場緑地帯  

 設 置 場 所   戸田市  

 

  生け垣等の概要  

  長   さ                     m 

  高   さ                     m 

面  積                     ㎡  

 植栽本数                   本 (株 ) 

  樹   種（主なもの）  

  費   用                     円  

  施 工 期 間       年     月     日  から     年     月     日  まで  

  設 置 方 法       ・  新  規               ・  改   造  

  施 工 者       ・  本  人               ・  業  者  

 

  添 付 書 類 

  １   工事費見積書  

  ２   現地案内図  

  ３  平面図（植栽計画図）  

  ４  その他必要書類（商品カタログ等）  

 

 

 

 



 第2号様式(第6条関係) 

                                                             第           号  

                                                        年   月   日  

 

         戸田市生け垣等設置奨励補助金（交付・不交付）決定通知書  

 

                   様  

                                  

                                         戸田市長    氏          名    

 

      年    月    日付けで申請のあった補助については、次のとおり決定し  

 ましたので通知します。  

 

 

 補 助 の 可 否   １  補助する  

  ２  補助しない（理由）  

  交 付 決 定 額  （予定額）                 円  

 

   交 付 条 件 

  設 置 場 所   戸田市  

  生け垣等の規模  

  及 び 種 別 

  長  さ                    m 

  高  さ                    m 

  面 積                   ㎡  

  樹  種  

  植栽本数                  本 (株 ) 

  ・生け垣  ・緑化フェンス  ・接道部緑地帯  

・駐車場緑地帯  
  実 施 年 度                                   年度 

   （注）  

     １   奨励補助金申請書の記載事項に変更があるときは、事前に連絡して  

       ください。  

     ２  生け垣等の設置が完了したときは、速やかに生け垣等設置完了届出  

       書（着工前及び完了後の写真並びに領収証等の写しを添付）を提出し  

てください。  

印 



 第3号様式(第7条関係) 

                                                        年   月   日  

 

                      戸田市生け垣等設置完了届出書  

（宛先） 

 戸  田  市  長  

補助事業者 

                                    住   所 (所在地)                       

                                   氏   名 (代表者)                  印  

                                   電    話                           

 

  生け垣等の設置が完了しましたので、次のとおり届け出ます ｡ 

 

  種       別   ・生け垣  ・緑化フェンス  ・接道部緑地帯  

・駐車場緑地帯  

 設 置 場 所   戸田市  

  添 付 書 類  １   着工前及び完了後の写真  

  ２   領収証又は工事費請求書の写し  

 

 

 

 

 

 

 



第4号様式(第8条関係) 

                                                         第           号  

                                                        年   月   日  

 

                 戸田市生け垣等設置奨励補助金確定通知書  

 

               様  

                                  

                                         戸田市長    氏           名   印  

 

    年   月   日付けで完了届のあった補助金については、次のとおり  

  確定しましたので通知します。  

 

 交 付 確 定 額                                          円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第5号様式(第9条関係) 

                                                        年   月   日  

 

                 戸田市生け垣等設置奨励補助金交付請求書  

 

（宛先） 

  戸  田  市  長  

補助事業者 

                                    住   所 (所在地)                       

                                   氏   名 (代表者)                  印  

                                   電    話                           

 

  戸田市生け垣等設置奨励補助金を次のとおり請求します。  

 

 請 求 額                                         円  

 

 

 


